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本
年
度
の
確
定
に
向
け
て
の
交
渉
の
最

終
回
答
を
受
け
、
全
教
北
九
州
市
教
職
員

組
合
を
代
表
し
て
意
見
を
述
べ
ま
す
。
今

回
の
確
定
交
渉
で
は
、
私
た
ち
全
教
北
九

州
市
教
職
員
組
合
の
要
求
に
対
し
、
真
摯

に
検
討
し
回
答
、
対
応
し
て
い
た
だ
き
感

謝
致
し
ま
す
。 

 
 

 

全
教
北
九
州
は
、「
教
職
員
が
健
康
を
維

持
・
増
進
し
、
安
心
し
て
豊
か
な
生
活
が

保
障
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た

ち
と
も
し
っ
か
り
向
き
合
い
、
充
実
し
た

よ
り
よ
い
教
育
実
践
が
で
き
る
。」
そ
の
た

め
の
教
員
の
働
き
方
の
見
直
し
や
休
暇
制

度
の
充
実
を
要
求
し
て
き
ま
し
た
。 

 

 

組
合
の
「
生
活
ア
ン
ケ
ー
ト
」
で
は
、

英
語
の
教
科
化
に
と
も
な
い
、「
準
備
や
研

修
の
時
間
が
な
い
」「
英
語
の
専
科
教
員
の

い
る
学
校
も
あ
る
の
に
う
ち
の
学
校
は
担

任
ま
か
せ
」「
子
ど
も
の
興
味
関
心
や
能
力

に
差
が
あ
り
す
ぎ
と
て
も
や
り
づ
ら
い
。」

等
様
々
な
不
平
・
不
満
の
声
が
上
が
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
子
育
て
中
の
先
生
か
ら
は

「
子
ど
も
を
帰
し
、
そ
の
後
の
終
礼
や
職
員

会
議
、
最
近
は
道
徳
な
ど
様
々
な
研
修
も
入

り
、
５
時
を
過
ぎ
て
か
ら
や
っ
と
自
分
の
仕

事
を
始
め
ら
れ
る
。
そ
う
こ
う
す
る
と
、
我

が
子
を
迎
え
に
行
く
時
間
。
毎
日
が
綱
渡
り

で
す
。」
と
い
う
子
育
て
の
不
安
。
中
学
校

で
は
、
給
食
指
導
や
生
徒
指
導
な
ど
で
昼
休

み
を
と
れ
な
い
違
法
な
働
き
方
を
せ
ざ
る
を

得
な
い
こ
と
へ
の
不
満
や
労
働
時
間
に
見
合

っ
た
待
遇
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
へ
の

不
満
、
や
る
気
の
な
い
働
き
方
改
革
へ
の
不

信
、
適
正
な
在
校
時
間
把
握
が
行
わ
れ
て
い

な
い
こ
と
へ
の
問
題
と
、
待
遇
改
善
に
も
つ

な
が
ら
な
い
勤
務
時
間
把
握
に
ど
ん
な
意
味

が
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
等
、
ア
ン
ケ
ー
ト

を
と
る
と
不
満
、
不
信
、
問
題
点
の
一
端
が

見
え
ま
す
。
そ
の
上
、
近
年
は
学
力
・
体
力

向
上
に
む
け
た
各
種
施
策
や
取
組
を
押
し
つ

け
ら
れ
、
教
員
は
さ
ら
に
多
忙
に
な
り
疲
れ

果
て
て
い
ま
す
。
仕
事
は
定
時
に
終
わ
る
は

ず
も
な
く
、
か
た
や
「
在
校
時
間
が
長
す
ぎ

る
」
だ
の
「
定
時
退
校
を
し
ろ
」
だ
の
、
時

短
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
蔓
延
し
て
い
ま
す
。
今

回
の
回
答
は
、
先
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
あ

る
「
待
遇
へ
の
不
満
を
ど
う
解
消
さ
せ
、
仕

事
へ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
ど
う
高
め
る
の

か
」
そ
れ
を
き
ち
ん
と
総
括
し
た
議
論
や
将

来
へ
の
改
革
の
方
向
性
や
展
望
が
私
た
ち
教

職
員
に
伝
わ
っ
て
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
こ
の

よ
う
な
働
か
せ
方
は
、
労
基
法
や
給
特
法
な

ど
の
法
規
に
照
ら
し
違
法
で
あ
り
容
認
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

 
教
員
の
大
量
退
職
が
続
き
ま
す
。
若
い
教

職
員
が
増
え
る
中
、
そ
の
よ
う
な
先
生
方
が

安
心
し
て
子
育
て
し
な
が
ら
働
け
る
環
境
を

今
か
ら
整
備
し
て
い
く
こ
と
は
、
必
要
不
可

欠
で
す
。
最
低
で
も
県
費
負
担
教
職
員
の
勤
務

労
働
条
件
の
回
復
、
さ
ら
に
改
善
す
る
こ
と
は

人
材
確
保
の
面
か
ら
も
重
要
で
す
。 

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
も
、
賃
金
や
病
気
休

暇
な
ど
の
休
暇
制
度
を
県
費
負
担
の
条
件
、
水

準
に
戻
し
、
働
き
や
す
い
職
場
が
実
感
で
き
る

よ
う
に
す
る
た
め
、
今
日
の
こ
の
回
答
を
、
最

終
と
せ
ず
、
教
育
条
件
、
労
働
条
件
見
直
し
、

改
善
に
向
け
た
話
し
合
い
を
今
後
も
継
続
し
て

い
く
こ
と
を
要
求
し
ま
す
。 

【
給
与
改
定
要
求
書
】 
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本
年
度
の
給
与
改
定
に
係
る
最
終
交
渉
が
十
一
月
十
五
日
行
わ
れ
ま
し
た
。
教
育
委
員
会
か
ら
垣
迫
教
育
長
は
じ
め
、
担
当
の
部
長
・
課
長
の
出
席
で
交
渉
を
行
い
ま
し
た
。
全
教
北

九
州
は
、
給
与
改
定
交
渉
に
向
け
、
２
６
項
目
の
給
与
改
定
、
勤
務
・
労
働
条
件
改
善
に
係
る
要
求
書
を
提
出
し
、
こ
の
一
か
月
間
８
回
の
交
渉
を
重
ね
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
教
育
職

の
給
料
表
改
定
に
よ
る
賃
上
げ
や
５
５
歳
以
上
の
職
務
段
階
別
加
算
の
改
定
、
昇
給
に
よ
る
給
料
の
改
善
が
実
現
し
、
休
暇
制
度
で
も
組
合
が
強
く
要
求
し
て
い
た
「
子
育
て
支
援
休
暇
」

の
回
復
と
そ
の
取
得
要
件
の
拡
大
、
臨
時
教
職
員
、
嘱
託
員
の
賃
金
の
改
善
や
権
利
の
拡
大
等
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
組
合
が
言
っ
て
き
た
「
働
き
方
に
見
合

っ
た
代
償
措
置
」
と
し
て
の
待
遇
の
改
善
・
補
償
に
は
ほ
ど
遠
い
回
答
で
し
た
。
全
教
北
九
州
は
、
今
後
も
教
職
員
の
待
遇
改
善
の
要
求
を
実
現
さ
せ
る
た
め
継
続
し
て
交
渉
し
ま
す
。 

給
与
改
定
交
渉
・最
終
回
答
に
対
す
る
全
教
北
九
州
委
員
長
の
最
終
意
見
！ 

 

「子
育
て
支
援
休
暇
」回
復
な
ど
評
価
で
き
る
回
答
は
あ
る
も
の
も
、 

す
べ
て
の
教
職
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
向
上
に
は
、
非
常
に
残
念
な
回
答
」 
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「
特
別
支
援
学
校
設
置
基
準
策
定
を
求
め
る
署
名
」「
３
５
人
以
下
学
級
早
期
実

現
を
求
め
る
署
名
」
等
教
育
条
件
整
備
に
関
す
る
署
名
へ
の
協
力
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
署
名
は
、
来
月
国
会
、
及
び
北
九
州
市
議
会
に
提
出
し
ま
す
。 

 

給
与
改
定
に
係
る
最
終
交
渉
で
示
さ
れ
た
主
な
回
答 

１ 
給
料
表
の
改
定
（
た
だ
し
教
育
職
の
み
） 

・（
特
徴
）
若
年
層
に
厚
く
、
高
齢
層
に
薄
い
改
定
。 

・（
内
容
）
平
均
改
定
率
は
、
特
支
教
員
０
．
１
５
％
、
小
中
教
員
は
０
．
１
９
％
、
再
任
用
教
員

は
そ
れ
ぞ
れ
０
．
１
４
％
、
０
．
１
５
％
の
改
定
。 

・（
実
施
時
期
）
Ｈ
３
０
年
４
月
１
日 

（
差
額
は
、
年
末
か
年
始
に
支
払
わ
れ
る
予
定
） 

● 

学
校
事
務
職
員
等
行
政
職
の
月
例
給
は
据
え
置
か
れ
た
。
同
じ
職
場
に
あ
っ
て
子
ど
も
を

育
て
る
活
動
を
と
も
に
行
っ
て
い
る
仲
間
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
支
給
の
や
り
方
は
問
題
で

あ
り
修
正
を
要
求
し
た
。 

２ 

教
育
職
２
級
等
に
在
籍
す
る
教
職
員
の
期
末
・
勤
勉
手
当
の
改
正 

①
期
末
手
当
に
係
る
職
務
段
階
別
加
算
割
合 

・（
対
象
者
）
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
５
５
歳
以
上
の
教
職
員 

・（
内
容
）
職
務
段
階
別
加
算
割
合
の
改
正
に
よ
る
手
当
の
増
額
。
加
算
割
合
は
、 

７
．
５
％
か
ら
８
％
に
改
正
さ
れ
る
。 

⓶
勤
勉
手
当
の
成
績
率
の
改
正 

・（
内
容
）
勤
務
成
績
が
特
に
良
好
な
教
職
員
の
勤
勉
手
当
の
成
績
率
を
１
０
０
分 

の
１
０
０
超
１
０
０
分
の
１
０
２
以
内
と
す
る
。 

 

・（
実
施
時
期
）
Ｈ
３
１
年
４
月
１
日 

来
年
度
か
ら 

３ 

臨
時
教
職
員
の
給
料
月
額
の
上
限
の
拡
大 

 

・
臨
時
教
職
員
の
上
限
と
な
る
号
級
が
、
再
任
用
教
職
員
の
給
料
月
額
の
直
近
下
位
の
額
に
相

当
す
る
号
級
と
な
り
、
上
限
が
大
幅
に
改
善
さ
れ
た
。 

・（
実
施
時
期
）
Ｈ
３
１
年
４
月
１
日 

 ４ 

嘱
託
員
の
報
酬
額
の
改
定 

 

６ 

子
の
看
護
休
暇
制
度
の
改
正 

・（
内
容
）「
子
の
看
護
休
暇
」
を
「
子
育
て
支
援
休
暇
」
に
改
め
る
。 

・（
取
得
要
件
）
小
学
校
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
教
職
員
、
又
は
孫
を
有
す
る
教
職
員
。 

 
 

 
 

 
 

そ
れ
ら
教
職
員
が
、
そ
の
子
若
し
く
は
孫
が
在
籍
す
る
学
校
等
が
実
施
す
る
行
事
へ

の
参
加
の
た
め
。 

・（
承
認
期
間
）
子
の
場
合
は
、
休
暇
年
度
に
５
日
、
２
人
の
場
合
は
１
０
日
、
３
人
以
上
は
１
５

日
を
超
え
な
い
範
囲
に
お
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
数
。 

・（
実
施
期
間
） 

Ｈ
３
１
年
１
月
１
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

※
３
月
ま
で
の
残
日
数
（
本
年
度
の
子
の
看
護
休
暇
残
日
数
）
で
、 

学
校
の
行
儀
な
ど
に
も
使
用
可
能
。 

 

● 

組
合
か
ら
は
、「
家
族
支
援
休
暇
」
を
要
求
し
て
い
た
が
、
今
回
孫
ま
で
拡
大
し
た

こ
と
は
成
果
で
あ
る
。
今
後
は
、
中
学
校
ま
で
の
拡
大
の
交
渉
を
強
め
る
。 

 

７ 

嘱
託
員
の
休
暇
制
度
の
改
正 

①
「
子
の
看
護
休
暇
」
を
「
子
育
て
支
援
休
暇
」
に
改
め
る
。 

・ 

内
容
、
取
得
要
件
は
教
職
員
と
同
様
。
た
だ
し
、
休
暇
年
度
に
子
が
２
人
以
上
の
場
合
は
１
０

日
を
超
え
な
い
範
囲
、
孫
は
、
３
日
を
超
え
な
い
範
囲
。 

・ 

報
酬
は
、
二
日
目
ま
で
は
有
給
。
三
日
を
超
え
る
と
無
休
。
た
だ
し
欠
勤
扱
い
で
は
な
い
。
孫

は
、
有
給
。 

⓶ 

退
勤
途
上
の
危
険
回
避
休
暇
の
新
設 

・（
取
得
要
件
）
地
震
、
水
害
、
火
災
等
非
常
災
害
に
よ
り
退
勤
途
上
に
お
け
る
身
体
の
危

険
を
回
避
す
る
た
め
の
特
別
休
暇
。（
有
給
） 

● 

交
渉
で
は
、「
退
勤
途
上
の
危
険
回
避
休
暇
」
を
管
理
職
が
認
め
る
こ
と
が
稀
で
あ

り
、
教
職
員
自
身
こ
の
よ
う
な
特
別
休
暇
が
あ
る
こ
と
さ
え
知
ら
な
い
状
況
を
伝
え
、

今
後
は
退
勤
だ
け
で
な
く
出
勤
時
に
お
い
て
も
交
通
遮
断
等
に
よ
る
特
別
休
暇
を
適

正
に
行
う
よ
う
強
く
要
求
し
た
。 

５ 

５
５
歳
を
超
え
る
教
職
員
の
昇
給
に
つ
い
て 

 

・（
内
容
）
勤
務
成
績
を
も
と
に
Ａ
区
分
に
評
価
さ
れ
た
教
職
員
は
２
号
級
、
Ｂ
区
分
に
評
価
さ
れ

た
教
職
員
は
１
号
級
昇
給
す
る
。（
５
５
歳
以
上
全
員
が
昇
給
す
る
制
度
で
は
な
い
） 

 

・（
実
施
時
期
）
Ｈ
３
２
年
４
月
１
日 

 

 

● 

成
績
評
価
へ
の
賃
金
リ
ン
ク
が
問
題
に
な
る
中
、
布
石
と
成
り
か
ね
な
い
。
成
績
率

改
正
と
併
せ
て
非
常
に
問
題
。 


